
※申し込みは1人（1組）1通です
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　保険料の納付方法についてお知らせします。以下の内
容は、基本的なケースを示したものであり、当てはまらな
い場合もあります。詳細はお問い合わせください。
■来年度の保険料の納付方法
臼年金天引き（特別徴収）で納めている方
　　年金天引きが継続します。ただし、世帯主が75歳に
　なる年度の国保料は、納入通知書または口座振替で納
　付します。
渦納入通知書で納めている方
　　年金が年額 万円未満の方、介護保険料と当該保険
　料の合計額が年金受給額の 分の を超える方は、納
　入通知書で納付します。該当しない方は、年金天引き
　が始まります。なお、国保で年金天引きの対象となる
　のは、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主
　です。
嘘口座振替で納めている方
　　口座振替が継続します。
■口座振替への変更
　年金天引き、納入通知書で保険料を納めている方は、希
望により口座振替での納付に変更できます。手続きは、
お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。

■ 月と 月の年金天引き（仮徴収）
　両月の年金からは、暫定的に平成21年度の保険料を基
に天引きします。22年度の保険料が確定し、差額が生じ
た場合は、 月以降の保険料で調整します。
■新たに被保険者となった方・年金天引きの対象年齢
に到達した方の年金天引き開始月の目安
　年金天引きの開始時期は、対象年齢に到達した時期な
どによって異なります（下表）。年金天引きとならない期
間は、納入通知書や口座振替により納付します。

yi 区役所（１㌻）の保険年金課

年金天引き
開始月の目安

＜国保＞
65歳の到達月
＜後期・国保＞
年金の新規裁定月
市外からの転入月

＜後期＞
75歳の到達月

（障害認定取得月）

当年度10月―4月、5月

翌年度4月4月～9月6月～9月

翌年度6月10月、11月

翌年度8月12月、1月

翌年度10月2月、3月

年金天引き開始月


